
令和４年１月請求分以降のコロナワクチン接種費用等請求について（概要） 

 

 

１ 令和３年１２月１日以降の接種分からは新様式の予診票を用いて市区町村・国保連合会に

対し、費用の請求と一体的に時間外・休日加算分も含めた件数・金額で請求いただく。 

※旧様式の予診票を用いた場合、その分は時間外・休日加算分として国保連合会へ請求できな

い。この場合、時間外や休日分であっても通常の金額（税込 2,277円／件）で請求する。 

この場合の時間外・休日加算分は別途、機関所在地の市区町村に所定の様式を用いて行う。 

 

２ 費用の請求と一体的に時間外・休日加算分も請求することに伴い、各請求書の記載内容と 

添付する予診票の内容・件数の一致を実施機関等において必ず確認いただく必要がある。 

確認をいただいた上で、以下に示す編綴順に書類一式をまとめ、請求いただく。 

 

３ これまでと同様、本人記載住所と接種券請求先が一致しない予診票については、国保連合

会において受付ができない。 

 接種時の問診および、請求前の予診票確認において住所地の記載不一致を確認した場合 

①接種日時点での住民票所在地を被接種者に確認する。 

②本人が住民票所在地の接種券や、接種券一体型予診票をお持ちでなければ、再発行が必要。 

上記確認を済ませ、本人記載住所と接種券請求先が一致した状態の予診票で請求いただく。 

関連資料：予診票の確認ポイント（厚生労働省健康局健康課予防接種室） 

※接種券部分の手書き修正を行う場合、接種券請求先に承諾を得ていることを付せん等に必ず

書き添えること。 

 

４ これまでと同様、医療機関等コード、接種年月日が予診票枠内に収まっていない予診票や 

予診のみ実施された場合などに記載漏れがある予診票については、国保連合会において受付が

できない場合がある。 

  枠内にはっきりとした文字で記載をいただいた上、ご請求ください。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新様式） 

※やむを得ない理由で旧様式の予診票を用いた場合 

その分の時間外・休日加算分は国保連へ請求できません。 

従前通りの方法で、実施機関所在地の市町村へ請求下さい。 

（毎月 1日～10日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


